
新型コロナウイルス感染症に係る人権に関する知事メッセージ 

 

新型コロナウイルス感染症に関して、県内においても、感染された方の

関係者が差別的扱いを受けているという事案が発生しています。 

感染された方や御家族、関係者、感染の拡大している地域から帰国され

た方々等に対する、不当な差別や偏見、いじめ、SNS上での誹謗・中傷等

はあってはなりません。 

県民の皆様には、正確な情報に基づいて冷静な行動をとるようお願いい

たします。 

 

令和２（2020）年３月 13日 

栃木県知事 福 田 富 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


